
愛媛県立医療技術大学浄化槽設備等管理業務委託契約書（案） 

 

 公立大学法人愛媛県立医療技術大学（以下「甲」という。）と  

（以下「乙」という。）とは、次の条項により契約を締結する。  

 

（委託業務の内容） 

第１条  甲は、公立大学法人愛媛県立医療技術大学浄化槽設備等管理業務

（以下「委託業務」という。）を別添、愛媛県立医療技術大学浄化槽設備

等管理業務実施基準仕様書（以下「仕様書」という。）により乙に委託し、

乙はこれを受託する。 
 

（委託料） 

第２条 甲は乙に対し、委託料として年額   ,  円（うち消費税及び地

方消費税額金   ,   円）を支払う。 
 

（委託の期間） 

第３条  乙は、令和８年４月１日の日から令和９年３月 31日までの間、委

託業務を行なうものとする。 
 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は、  する。 
 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条  乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面

による承諾を得た場合は、この限りでない。  
 

（再委託等の禁止） 

第６条  乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りで

ない。 
 

（事業計画書の提出） 

第７条 乙は、契約締結後速やかに事業計画書を提出するものとする。  
 

（事業内容の変更） 

第８条  乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に事業

変更計画書を提出するものとする。ただし、軽微な変更は除く。  
 

（調査等） 

第９条  甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につ

いて調査し、指示を行ない、又は報告を求めることができる。  
 



（実績報告書及び完了検査） 

第 10条  乙は、委託事業が完了するごとに、遅滞なく甲に対して実績報告

書を提出しなければならない。 

２  甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から起算して 10日

以内に委託事業の完了について検査を行うものとする。  
 

（委託料の支払） 

第11条 委託料の支払は年12回払いとし、４月分の支払額を   ,   円、

５月から翌年の３月分の毎回の支払額を金   ,   円とする。 

２  甲は、毎月乙の委託業務の完了確認後、前項に定める支払額を原則と

して乙の適正な請求書を受理した月の翌月の末日までに支払うものとす

る。 
 

（契約の解除） 

第 12条  甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相

当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、

この契約を解除することができる。 

２  甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の催

促をすることなくこの契約を解除することができる。 

（1)この契約に違反したとき 

 (2)この業務を遂行することが困難であるとき 

(3)乙又は乙の代表役員等、一般職員等若しくは経営に事実上参加し若し  

くは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の関係者を

いい、愛媛県暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等を含

む。）であると認められるとき。 

３  第１項または前項の規定により契約を解除したときは、甲は、代金の

全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った代金の全部若しくは一

部の返還を乙に請求することがある。 
 

（損害賠償） 

第 13条  乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し、甲

又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。  
 

（秘密の保持） 

第 14条  乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。  
 

（契約外の事項） 

第 15条  この契約に定めのない事項については、公立大学法人愛媛県立医

療技術大学会計規程並びに政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24年法律第 256号）によるもののほか、必要に応じて甲乙協議して定める



ものとする。 

 

 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通

を所持するものとする。 

 

 

 令和８年 月 日 

 

 

 

              伊予郡砥部町高尾田５４３番地 

            甲 公立大学法人愛媛県立医療技術大学 

                理 事 長   

 

 

               

            乙  

                 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛媛県立医療技術大学浄化槽設備等管理業務実施基準仕様書  

 

 この仕様書は、愛媛県立医療技術大学の浄化槽設備の管理業務について

規定する。 

 

１ 委託業務の対象 

  愛媛県立医療技術大学浄化槽設備等 

(1) 医療技術大学分 

実験排水 （処理水量）５㎥/日 

 

２ 委託業務の内容 

   乙が甲から委託を受けて行う管理業務は、次のとおりとする。  

 (1) 保守点検 月２回以上実施 

         点検項目及び記録様式は、別紙様式のとおり  

 (2) 水質検査 年２回以上実施 

         検査内容(ＰＨ、ＳＳ、ＣＯＤ、ＢＯＤ、ＮＨ 3-Ｎ、 

            大腸菌) 

 (3) 別の業者が行う汚泥の収集・搬出時にあっては、浄化槽内の水をは

ねるための機具を持参し、甲に無償で使用させるものとする。（年２回

以内） 

 (4) 設備・機器等の概要及び操作方法等について、年度当初に説明会を 

開催すること。（１回/年） 

 

３ 実施要領 

（ 1）  乙は、浄化槽設備を常に安全かつ最良の状態に維持するとともに、

不測の事故や故障に当っては、いかなる場合も直ちに修理等の適切な 

措置を講じるものとする。 

(2)  乙は、放流水の水質が、常時、ＰＨ =６～８、ＳＳ =20ｐｐｍ以下、

ＢＯＤ =20ｐｐｍ以下、ＮＨ 3-Ｎ=５ｐｐｍ以下、大腸菌 =3,000個/ｍℓ

以下の水準を保つように、薬品類（ＮａＯＨ、硫酸、ソーダ灰、ＰＡ

Ｃ、高分子凝集剤等）の調整及び消毒剤（サンプラント等）の補給、

機器の点検等を適正に行うものとする。 

薬品類の調整、消毒剤の補給を行った場合は、調整、補給の旨及び

薬品名・量等について、報告書に記載するものとする。  

（ 3）  保守点検を行った結果、乙の判断により必要と認める場合、消耗品

的部品は取り替えるものとし、又修理を要する状況の場合は、乙の報

告に基づき、甲乙協議のうえ対策を講じるものとする。  

（4） 保守点検の日時については、甲乙協議のうえ事前に甲に連絡するこ  



ととする。 

 

４ 支給品 

    なし。 

    薬剤、消耗品、工具、測定器、その他業務に必要な機材、物品等は

乙が調達すること。 

 

５ 一般事項 

（1） 業務は、必要に応じ甲の立会のうえで実施すること。 

(2) 業務を実施するについては、乙は大学の運営に支障のないよう事前  

に甲に協議し、承認を得るものとする。 

(3) 本仕様内容に疑義を生じたときには、甲と協議のうえ実施する。  

 

６ 保証 

    業務完了後、今回の業務に起因する不具合が生じた場合、乙は速や

かに無償修復を行うこと。 

 

７ 特記事項 

(1) この仕様書に記載されていない事項であっても、軽易な作業で設備  

の管理保全及び事故防止上、甲が必要と認めた作業は、乙は契約金の  

範囲内においてこれを実施するものとする。  

 


